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衆
議
院
議
員
渋
沢
利
久
君
提
出
元
韓
国
出
身
戦
犯
者
の
補
償
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す

る
。 
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三 

 
衆
議
院
議
員
渋
沢
利
久
君
提
出
元
韓
国
出
身
戦
犯
者
の
補
償
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

1 

元
韓
国
出
身
戦
犯
者
の
方
々
が
、
戦
時
中
、
日
本
軍
の
徴
用
に
よ
つ
て
南
方
に
派
遣
さ
れ
、
あ
ま
つ
さ
え
、

戦
争
終
結
後
、
俘
虜
管
理
業
務
に
従
事
し
た
こ
と
の
責
任
を
問
わ
れ
て
連
合
軍
の
軍
事
裁
判
を
受
け
る
と
い
う 

大
き
な
犠
牲
を
強
い
ら
れ
た
こ
と
に
対
し
て
、
政
府
と
し
て
は
、
誠
に
お
気
の
毒
な
こ
と
で
あ
つ
た
と
存
ず
る 

次
第
で
あ
る
。 

2 

政
府
と
し
て
は
、
元
韓
国
出
身
戦
犯
者
の
お
か
れ
て
い
た
特
殊
な
事
情
に
か
ん
が
み
、
各
般
の
措
置
を
講
じ

た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
ま
た
、
連
合
国
の
軍
事
裁
判
所
に
よ
り
死
刑
に
処
せ
ら
れ
た
韓
国
出
身
者
の
遺
骨
に
つ
い 

て
は
、
政
府
は
人
道
上
、
道
義
上
の
観
点
に
立
ち
、
他
の
戦
没
者
遺
骨
と
同
様
に
、
遺
族
の
所
在
が
判
明
し
た 

も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
の
申
出
に
よ
り
外
交
ル
ー
ト
を
通
じ
、
誠
意
を
も
つ
て
、
丁
重
に
遺
族
の
も
と
へ
お
届 

け
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
次
第
で
あ
る
。 



3 
し
か
し
な
が
ら
、
我
が
国
の
現
行
法
令
上
、
元
韓
国
出
身
戦
犯
者
に
対
し
、
我
が
国
が
補
償
を
行
う
べ
き
法

律
上
の
責
任
が
あ
る
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
政
府
と
し
て
は
元
韓
国
出
身
戦
犯
者
の
御
要
望
に
応
じ
難
い
実
情
に 

あ
る
。 

な
お
、
日
韓
両
国
間
に
お
い
て
は
、
昭
和
四
十
年
十
二
月
十
八
日
に
発
効
し
た
「
財
産
及
び
請
求
権
に
関
す 

る
問
題
の
解
決
並
び
に
経
済
協
力
に
関
す
る
日
本
国
と
大
韓
民
国
と
の
間
の
協
定
」
に
よ
り
、
「
両
締
約
国
及
び

そ
の
国
民
（
法
人
を
含
む
。
）
の
財
産
、
権
利
及
び
利
益
並
び
に
両
締
約
国
及
び
そ
の
国
民
の
間
の
請
求
権
に
関

す
る
問
題
」
が
、
「
完
全
か
つ
最
終
的
に
解
決
さ
れ
た
こ
と
と
な
る
」
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。 

右
答
弁
す
る
。 

四 

 




